
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜予告＞第２８回市立教研 
     講演会 仮題「放射能の人体への影響」 
          講 師 東北生活文化大学教授 西野徳三氏 
          日 時 １１月１９日（土）午前 
          会 場 現在調整中！ 
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◇未履修問題が発端 
８年ほど前、全国的な進学率競争を背景に県内でも一

部公立校で受験に関係がない必修科目の時間に受験指導

が行われていた事実が発覚、当該校では卒業要件を満た

すため卒業式を終えた３年生に必修科目の特別講義を行

うという事態になりました。学校週５日制移行後も進学

実績も求められる教育現場で問題は起こりました。 
この問題を受けて市教委も授業時間の確保を各学校に

指導しています。   
◇市立各校の休業日はすでに６５日をクリア 
 高校改革室は組合に何の提示することもなく一昨年に

市立各校に休業日上限６５日導入にしたい考えを伝え、

各校ではこれを指導と受け止め対応をすすめました。今

年度末に閉校する図南を除き、各校の授業計画はすでに

休業日が６５日を越えないよう配慮しているようです。

結果的に管理規則を改訂する必要はなくなっています。   
◇子供たちの可能性を伸ばしたい願いは同じ 
 先生方は、改革室以上に子供たちと向き合う時間を何

とか確保し、その可能性を何とか伸ばそうと日夜取り組

んでいます。 
学校再編において現場の準備が十分整わないまますす

められた結果、特色ある学校づくりの模索が今も続いて

います。再編アンケートをみても現場の忙しさが増した

という結果でした。トップダウンはときに大きなひずみ

が残ります。 
高教組は、学校管理規則に休業日上限６５日をあえて

明記し、県立に追従するような改訂は無用と訴えていま

す。皆様はどう思われるでしょうか。 

休業日６５日明記は必要？ 
授業時数確保のためとして、県立高校同様に休業日に上限を 

明記する市立学校管理規則改正の提示がなされています。 
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県立学校の管理に関する規則 抜粋 （休業日の新旧対照表） 
＜旧＞ （昭和32年）第五条 学校の休業日は、次のとおりとする。 
 一  （略 祝日） 
 二  （略 土日） 
 三 開校記念日 
 四 学年始休業日 四月一日から同月七日まで 
 五 夏季休業日 七月二十一日から八月二十五日まで 
 六 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月七日まで 
 七 学年末休業日 三月二十五日から同月三十一日まで 
 八 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日 
２ 前項第四号から第七号までの規定によりがたいときは、校長は、 
期日を変更することができる。 

  
＜新＞（平成１６年）第五条 学校の休業日は、次のとおりとする。 
一  （略） 
二  （略） 
 
 
 
三 学年始休業日 四月一日から同月七日まで 
四 夏季休業日 七月二十一日から八月二十五日まで 
五 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月七日まで 
六 学年末休業日 三月二十五日から同月三十一日まで 
七 校長が特に必要と認めて定める日 
八 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日 
2 前項第三号から第六号までの規定によりがたいときは、校長は、各学年 
ごとに、同項第三号から第六号までに規定する期間を変更することがで 
きる。この場合において、当該変更が日数の増減を伴うときは、校長は、 
あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。 

3 第一項第七号に規定する日を定めるときは、校長は、あらかじめ教育委 
員会に届け出なければならない。 

4 第一項第三号から第七号までに規定する日の日数の合計は、六十五日以 
内とするものとする。 

項目 四 ～ 七号 の合計日数が６５日 
項目 八号 は入試・災害・交通途絶 等 

開校記念日除外。項目三～六号 の合計日数が６５日。 
七号により学校で自宅学習日等の休業日を設定できる。 
しかし４項により、その分は長期休業期間を削ることを
求められる。また、各校判断で休業日は短くできる。 

福島で起きた原発事故・放射能漏れは、地元住民はもとより遠く離れた地域に暮らす人々にも深刻
な生活破壊・健康被害を与えて続けています。放射能を学ぶ機会が少なかった私たちは専門知識も乏
しく、連日報道される放射能のニュースに目を凝らしています。 
高教組の教研推進委員は放射能に焦点をあてた企画を考え、生文大教授の西野先生にお願いしたと 

ころ、ご快諾いただいたところです。この企画が少しでも皆様の役に立つよう願っております。 
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投稿者（         高校              さん）ペンネーム（           ） 

そもそもは あるもおかしい 人事院 
  やってることも ジンジン おかしい 

  ペンネーム よせば院 

維新「教育基本条例案」大阪府議会にきょう提案       ＜asahi.com より抜粋＞ 
 大阪府議会の９月定例会が２０日開会し、橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」は２１日、「教
育基本条例案」を提案する。君が代起立斉唱を想定した職務命令違反の教員の分限免職や、目標
実現の責務を果たさない教育委員の罷免などを規定。政治関与を強く打ち出した内容に足元から
も反発が出ている。橋下知事は１０月下旬に辞職する意向で、維新は１１月２７日に想定される
知事・大阪市長のダブル選の公約に掲げる方針だ。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 ■教育基本条例案骨子 
▽知事 府教委との協議を経て目標を設定。教育委員が目標実現の責務を果たさない場合、議会
の同意を得て罷免できる 
▽校長 府立高校の正副校長ポストを任期付き採用ポストに切り替え、公募を前提に多様な人材
を登用。人事権を与え、教科書も採択できる 
▽統廃合 定数を３年連続で下回り、改善の見込みがない府立高校は統廃合 
▽人事評価 Ｓ（５％）・Ａ（２０％）・Ｂ（６０％）・Ｃ（１０％）・Ｄ（５％）の５段階評価と
し、２年連続Ｄ評価の職員は分限処分の対象にする 
▽職務命令 同一の職務命令に３回違反した職員は分限免職にする 
▽整理解雇 職制・定数の改廃、予算の減少で余剰人員が生じた時は分限免職できる 
 
 
大阪府の橋下徹知事が率いる大阪維新の会が府議会議長に提出し、９月議会で審議される「教

育基本条例案」の撤回を求める書面に府立高校の教職員の約６割にあたる５７２２人が署名した。
署名を集めた大阪府立高等学校教職員組合が２２日、維新の会に手渡した。  
 書面は、「知事が高校が実現すべき目標を定める」とした条例案は、戦前の軍国主義教育への反
省の上に築かれた「教育は不当な支配に服してはならない」との大原則を侵す暴挙だと批判。ま
た、同じ職務命令に３回違反したら免職するなどの規定が「上からの命令に物言わぬ公務員づく
りをすすめる」と批判している。署名は３週間で集まったという。 

公務員ボーナス、据え置き勧告へ  ＝震災踏まえ判断―人事院 
 人事院は26日、国会と内閣に対し行う2011年度の国家公務員給与の改定勧告で、公務員の期末・勤勉手当（ボ
ーナス）を現行の年間3．95 カ月のまま据え置く方針を固めた。勧告の基礎資料となる民間給与実態調査では、
民間企業のボーナス水準が前年度をやや上回ったが、東日本大震災の影響で同調査の対象から外した岩手、宮城、
福島 3 県の民間の状況が厳しいことを踏まえ、引き上げ勧告は困難と判断した。勧告は 30 日の方向で最終調整
している。 
 人事院勧告は、同調査に基づき公務員と民間の給与水準を均衡させることを基本に行われる。今回のように特
別な事情を勘案して水準を判断するのは異例だ。           時事通信 9 月27日(火) 


